基　本　方　針

	利用者が、地域社会の中で、安心・安定した生活がおくれるように環境を整備し、地域社会、住民から信頼できる事業所づくりに励んでいくとともに

障害福祉の発展に寄与していきます。


支　援　の　目　標
	【地域活動支援】

・　利用者さんのニーズを尊重し

楽しく通えるように支援します。

・　出来ることを一つずつ増やして

いかれるように支援します。

・　体力の向上、健康管理に重点を

おいて支援していきます。
	
	【就労支援】

・　就労への意向がある人には、自分の目標をはっきり持ち、そのために努力できるような機会を提供します。

・利用者さん自ら働く意味を考え、目標を達成すること、成功体験を積み重ねることで、やる気、自信につながるように支援していきます。


	利用日・時間
	月～金　　　午前９時～午後３時３０分

	利用対象者
	障害手帳をお持ちの方

	利用料
	・ＮＰＯ法人わかば会費　（年：６０００円）

・障害者総合支援法第29条第3項　厚生労働大臣が定める

　利用者負担上限額内において、利用料の１割（就労支援のみ）
・その他の費用：実費個人負担となります。

	利用方法
	障害者総合支援直　直接上野原福祉作業所へご連絡下さい。体験利用もできます。


　　　日　課　表

	地域活動グループ
	就労支援グループ

	ダンス　・　体操　・　朝の会　

	ウォーキング
	作　業

	休　憩
	休憩

	作　業
	作　業

	昼　食
	ウォーキング

	作　業
	昼　食

	
	作　業

	休　憩　　　掃　除

	おわりの会


事　業　内　容

　☆　創作内容　惣菜作り、クッキー作り、手芸、陶芸教室ほか　　　　　　　　　 

　☆　作業支援　パン・たこ焼きの製造販売
　　　　　　　　　　　リサイクル作業
　　　　　　　　　　　環境美化作業（草取り、トイレ清掃など）

　　　　　　　　　　 地域の企業への出向作業

　　　　　　　　　　 下受作業

　☆　生活支援　日常生活支援（お茶当番、清掃当番）
　　　　　　　　　　 健康相談（年3回）

　☆　年間行事　新年会、日帰り旅行、研修旅行、忘年会

　　　　　　　　　　地域との交流活動

　　　　　　　　　　　　　 ・太陽のつどい

　　　　　　　　　　　　　 ・富士ふれあいの村まつり

　　　　　　　　　　　　　 ・山梨県障害者生活支援事業所協議会交流会

　　　　　　　　　　　　　 ・農林業まつり

　　　　　　　　　　　　　 ・商工祭

　　　　　　　　　　　　　 ・ドリーム祭り

　　　　　　　　　　　　　 ・「わきあいあい」での障害者どうしの交流活動

　　　　　　　　　　　　　 ・その他

　☆　余暇活動　

　☆　その他　　　　　　バザー、研修会、勉強会
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